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【所得税・住民税の所得控除】身 知 精 
《 所得税：令和３年分 住民税：令和４年度分 》   

内    容 

所得控除額 
（１人につき） 

所得税 住民税 

障がい者控除 
本人・同一生計配偶者・扶養親族が身体障が
い者手帳、療育手帳または精神障がい者保健
福祉手帳の交付を受けている場合等 

27 万円 26 万円 

 

特別障がい者の場合 

上記障がい者が身体障がい者手帳（1 級また
は 2 級）、療育手帳（Ａ）または精神障がい
者保健福祉手帳（1 級）の交付を受けている
場合等 

40 万円 30 万円 

同居特別障がい者の場合 
同一生計配偶者・扶養親族が特別障がい者で
あり、本人と同居（※１）している場合 

75 万円 53 万円 

 
医療費控除 

 

 

右以外にも対象となる 

ものがあります。 

傷病によりおおむね６か月以上寝たきりの
方のおむつ代で、その方の治療をしている医
師が発行したおむつ使用証明書等がある場
合（※２） 

おむつ（成人用）にか
かる費用のうち（※３）
の計算式にて求めた額 

ストマ用装具を使用している方で、その方の
治療をしている医師が発行した「ストマ用装
具使用証明書」がある場合 

ストマ用装具にかかる
費用のうち（※３）の
計算式にて求めた額 

 
セルフメディケーション

税制（※４） 
（医療費控除の特例） 

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っ
ている場合において、特定一般用医薬品等（ドラッグストア等で購入
できるスイッチ OTC 医薬品）購入費を支払った場合（※５） 

※１ 配偶者または本人と生計を一にする親族と同居している場合を含みます。 

※２ おむつ代について医療費控除を受けることが２年目以降で、介護保険法の要介護認定を受

けている一定の方は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」

に代えることができます。 

※３ （支払った医療費－保険金等により補てんされた金額）－（総所得金額等の合計額×5/100

または 10 万円のいずれか少ない金額）【限度額 200 万円】 

※４ 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用です。 

※５ （支払ったスイッチOTC医薬品購入費）－（保険金等により補てんされた金額）－ 1万 

2千円【限度額８万８千円】 

 

問い合わせ先：所得税・・・税務署（所在地 108～109 ページ） 

住民税・・・市税事務所（所在地 107 ページ） 

  10 税の減免など 

税の控除・減額・免除 
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【住民税の非課税･減額措置】（令和４年度分） 身 知 精 

 ・本人が障がい者で前年の合計所得金額が 135 万円以下の方･･･非課税 
 ・本人が障がい者で前年の合計所得金額が 140 万円以下の方･･･7 割減額（※） 
・本人が障がい者で前年の合計所得金額が 145 万円以下の方･･･５割減額（※） 

※ 全額負担が困難な場合に限り、申請により、適用される場合があります。 
 （ただし、納付された税額および申請期限が過ぎた税額については、適用できません。） 

《申請期限》 
   ・普通徴収税額：減額を受けようとする納期の納期限 

・給与からの特別徴収税額：減額を受けようとする徴収月の前月末日 
・公的年金からの特別徴収税額：減額を受けようとする徴収月の前月末日 

問い合わせ先：市税事務所（所在地：107 ページ） 
 

【相続税の控除】身 知 精 

内    容 控除額 

障がい者控除 障がい者が相続または遺贈により財産を取得した場合 10 万円 

 特別障がい

者の場合 

上記障がい者が身体障がい者手帳（1 級又は 2 級）、または精神障

がい者保健福祉手帳（1 級）の交付を受けている場合など 
20 万円 

85 歳に到達するまでの 1 年につき上記の額を相続税から控除 （85－障がい者年齢）×控除額 

問い合わせ先：税務署（所在地：108～109 ページ） 

 

【個人事業税】身  
両眼の視力を喪失した方、両眼の視力が 0.06 以下の方が行うあん摩、マッサージまたは指

圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業については、課税対象外となります。 

 問い合わせ先：府税事務所（所在地：108 ページ） 

 

【関税】 
身体障がい者用に特に製作された器具および物品を輸入する場合、免税となる場合があり

ます。 

《関税が免除される器具等の例） 

   義肢、人工代用筋、車いす、盲人用の点字器など 

問い合わせ先：大阪税関業務部税関相談官  電話：06-6576-3001 

 

 

【自動車税（環境性能割・種別割）および軽自動車税（環境性
能割）の減免】身 知 精 

●障がい者が所有する自動車および障がい者と生計を一にする方が所有する自動車で、専

ら当該障がい者が運転するものまたは当該障がい者と生計を一にする方が当該障がい

者のために専ら運転するもの。ただし、18 歳以上の軽度の身体障がい者は、本人所有

の自動車を本人が運転する場合に限ります。 

  障がい者のみで構成される世帯の重度の障がい者が所有する自動車を当該障がい者の

常時介護者が当該障がい者のために通勤・通学・通院に専ら運転するもの（※営業用は

除きます）。 

●身体障がい者の利用に供するための特別の仕様により製造され、または構造変更が加え

られた自動車（※「特別の仕様」、「構造変更」とは車いすの昇降・固定する装置等を装

着したもの等をいいます）。 
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障がいの区分 
障がいの級別または程度 

重度（級） 軽度（級） 

身
体
障
が
い
者
手
帳 

視覚障がい 1～4 5・6 

聴覚障がい 2～4 6 

平衡機能障がい 3 5 

音声・言語・そしゃく機能障がい 3・4 － 

上肢・下肢機能障がい 1～3 4～6 

体幹機能障がい 1～3 5 

脳原性運動機能障がい 1～4 5・6 

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸機能障がい 1・3 4 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能障がい 1～3 4 

療育手帳 Ａ・Ｂ1・Ｂ2 ― 
精神障がい者保健福祉手帳 
《自立支援医療受給者証（精神通院医療）の交付を受けている場合に限る》 

1 ― 

●減免の申請期限 

区分 申請書の提出期限 税目 

自動車を新規取得する場合で 

登録の際に減免要件に該当している場合 
登録の日 

自動車税（環境性能割・種別割） 

軽自動車税（環境性能割） 

自動車をすで

に所有してい

る場合 

4 月 1 日に減免要件に該当

している場合 

自動車税（種別割）の 

納期限 
自動車税（種別割） 

4 月 1 日後、減免要件に 

該当することになった場合 

減免要件に該当することに

なった日から 60 日以内 

※ 新たに自動車税（種別割）の身体障がい者等減免を申請される方で、申請期限を過ぎて申請

された場合、減免を受けることができる税額は、申請のあった月の翌月から月割りで計算し

た額となります。ただし、自動車税（環境性能割）および軽自動車税（環境性能割）について

は、申請期限（自動車の登録の日）を過ぎた場合、減免を受けることができませんのでご注

意ください。 

（身体障がい者手帳等の交付申請中の方は、減免申請の際にその旨をお申し出ください） 

問い合わせ先：自動車をすでに所有している場合…府税事務所（所在地：108 ページ） 

          自動車を新規取得する場合…自動車税事務所分室（所在地：108 ページ） 

 

【軽自動車税（種別割）の免除】身 知 精 
●障がい者または障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、当該障がい者が運

転するもの、または専ら当該障がい者のために当該障がい者と生計を一にする方もしくは

当該障がい者の常時介護者が運転するもの（同一世帯でない場合は、区役所保健福祉セン

ターが発行する生計同一・常時介護証明書の交付を受けたものに限ります）。ただし、満

18 歳以上の軽度の身体障がい者に関しては、本人所有の軽自動車等に限ります。 

※ 「軽自動車等」とは、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および２輪の小型

自動車をいいます。 

※ 営業用は除きます。 

●自動車税（種別割）の減免または軽自動車税（種別割）の免除を受けることができるのは、

１人の障がい者につき１台に限られます。したがって、自動車税（種別割）で減免を受け

た方は、軽自動車税（種別割）では免除を受けることはできません。 

●障がい者の利用に供するための特別の仕様により製造され、または構造変更が加えられた

軽自動車等で専ら障がい者の利用に供されるもの 

       ※ 構造変更とは車いすの昇降・固定する装置等を装着したもの等をいいます。 

●納期限（５月末日、土・日曜日の場合は翌開庁日）までに申請されない場合は、免除の適

用ができませんのでご注意ください。 
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※ 各種手帳の交付申請中の方は、免除の申請の際にその旨をお申し出ください。 

障がいの区分 
障がいの級別または程度 

重度（級） 軽度（級） 

身
体
障
が
い
者
手
帳 

視覚障がい 1～4 5・6 

聴覚障がい 2～4 6 

平衡機能障がい 3 5 

音声・言語・そしゃく機能障がい － 3・4 

上肢・下肢機能障がい 1～3 4～6 

体幹機能障がい 1～3 5 

脳原性運動機能障がい 1～3 4～6 

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう・直腸機能障がい 1・3 4 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能障がい 1～3 4 

療育手帳 
《本市において発行した療育手帳の交付を受けている場合に限ります》 

Ａ・Ｂ1・Ｂ2 － 

精神障がい者保健福祉手帳 
《自立支援医療受給者証（精神通院医療）の交付を受けている場合に限ります》 

1 － 

問い合わせ先：市税事務所（所在地：107 ページ） 

 

 

 

 

次に該当される方は、少額預金の利子所得等の非課税制度および少額公債の利子の非課税制

度により、それぞれ 350 万円（合計で７００万円）までの元本または額面から生ずる利子等

について非課税とされています。 

これらの非課税制度の適用を受けるには、預金等の預入等の際に、金融機関の窓口等に申請

が必要です。 

また、申請の際には、対象者であることを証明する公的書類を提示する必要があります。 

なお、社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入により、申請の際にマイナンバー

を金融機関に提供する必要があります。マイナンバーを提供する際には、本人確認書類（「番号

を確認する書類」及び「本人を確認する書類」）として個人番号カード等の提示が必要となりま

す。 

対象となる方 対象者であることを証明する公的書類 

身体障がい者手帳の交付を受けている方 
身体障がい者手帳及び本人確認書類 
（個人番号カード等） 

療育手帳の交付を受けている方 療育手帳及び本人確認書類 
（個人番号カード等） 

精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 
精神障がい者保健福祉手帳及び本人確認
書類（個人番号カード等） 

障がい基礎年金・障がい厚生年金・障がい共済年金を 
受給している方 

それぞれの年金証書及び本人確認書類 
（個人番号カード等） 

特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給している方 それぞれの認定通知書及び本人確認書類 
（個人番号カード等） 

注１ 上記以外でも、各種法律に基づく障がい年金、手当や補償費を受給している方などが、非

課税扱いとなる場合があります。 

注２ 郵便貯金の利子所得の非課税制度については、郵政民営化（平成 19 年 10 月 1 日）以後、

経過措置が適用されるものを除き、廃止されています。 

身 知 精 少額預金等利子非課税制度 


